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本
稿
は
、
長
沙
走
馬
楼
簡
順
中
に
見
え
る
倉
庫
(特
に
州
中
倉

・三
州
倉
)と
邸
閣
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
吏
の
実
態
や
相
互
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
吏
民
田
家
荊
に
対
す
る
理
解
を
進
展
さ
せ
る
上
で
も
、
孫
呉
の
倉
庫
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

吏

民
田
家
荊
は
、
藍×
(
「同
」
な
ど
の
符
号
)、
丘
名
、
身
分
、
姓
名

(納
入
者
)、
「佃
田
」(「租
田
」
「田
」)、
「町
(庭
)」数
(地
段
数
)、
畝
数
合
計
、

田
種
と
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
米
・布
・銭
の
納
入
額
、
納
入
日
、
納
入
先

(「倉
吏
」
「庫
吏
」)
の
吏
の
姓
名
、
校
閲

日
、
校
閲
者

(
「田
戸
経

用
曹

」
又
は
「
田
戸
曹
史
」
又
は
「主
者
」
某
)
、
「校
」の
順
で
概
ね
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
吏
民
田
家
荊
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
、
す
で
に
種

々
の
見
解

が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
見
解
は
、
初
期
の
解
説
な
ど
に
見
ら
れ
た
①
納
税
証
明
書

(

正一一=口
)説

(胡
平
生

・
宋
少
華

《
概
述
》
、
胡
平
生
1
9
9
8、

《吏

民
田
家
荊
》
解
題

)
の
ほ
か
、
②
納
税
証
明
書

(免
証
)等
の
合
算
説
(邸
東
聯
1
9
9
8、胡
平
生
2
0
0
0
b
)
、
③
租
田
契

約
+
納
税
証
明
書

(尭

証
)
説

(高
敏
2
0
0
0)、
④
台
帳
(総
帳
)
説
(關
尾
史
郎
1
9
9
8
.
2
0
0
1

、
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

《整
理
簡
介
》
)に
分
類
で
き
る
。
そ
の
理
解
に
当

た
っ
て
は
、
記
載
内
容
の
諸
側
面
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
先
ず
納
入
先
の
「倉
吏
」
「庫
吏
」や
校
閲
者
の
「
田
戸
曹
史

」
の
所
属
な
ど
を
明
確

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
竹
簡
に
つ
い
て
は
、
賦
税
や
倉
庫
と
「關
邸
閣
」に
関
す
る
記
載
が
、
整
理
済
み
の
一
万
枚
余
り
の
竹
簡
の
中
で
最
も
多
い
と
さ
れ
、
穀
物
の

長

沙

走

馬

楼

簡

憤

中

の

邸

閣

・
州

中

倉

・
三

州

倉

に

つ

い

て

は

じ

め

に

伊

藤

敏

雄



「關
邸
閣
」
・州
中
倉
・三
州
倉
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に
、
先
ず
[長
沙
市
文
物

工
作
隊

・
中
国
文
物
研
究
所
古
文
献
部
1
9
9
7

と
王
素

・宋
少
華
・羅
新

《
新
収
穫
》
が
あ
る
。
前
者
は
州
中
倉
に
つ
い
て
言
及
し
、
籏
牌
中
の
中
倉
は
州
中
倉
の
簡
称
で
、
州
中
倉
は
荊
州
の

倉
を
指
す
と
す
る
。
後
者
は
よ
り
詳
細
に
竹
簡
を
中
心
に
検
討
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

①
臨
湘
は
長
沙
郡
治
な
の
で
郡
倉
が
あ
る
が
、
県
倉
は
無
い

(当
時
、
臨
湘
県
に
県
倉
が
無
く
、
た
だ
郡
倉
と
郡
倉
と
性
格
の
異
な
る
州

中
倉

・
三
州
倉
が
あ
り
、
臨
湘
県
の
民
戸
は
直
接
郡
倉

・
州
中
倉

・
三
州
倉
に
納
入
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
賦
税
の

「合
同
文
書
」

は
長
沙
郡
の
文
書
档
案

で
あ
る
)。

②
州
中
倉

二
二
州
倉

に
つ
い
て
は
両
説
考
え
ら
れ
る

(ど
ち
ら
か
明
確
に
し
て
い
な

い
が
、
後
者

の
立
場
ら
し
い
)。

D

「州
」
は

「洲
」
に
通
じ
、
共
に
洲
上

の
転
運
倉
を
指
す
。

の

州
中
倉
は

「州
」
が
荊
州
を
指
し
、
荊
州
が
臨
湘
に
派
出
し
た
正
倉
、
三
州
倉
は

「三
州
」
が
呉
の
代
称
で
中
央
政
府
が
臨
湘
に
派

出
し
た
転
運
倉
を
指
す
。

③

「關
邸
閣
」
の

「關
」
は
関
所
で
あ
り
、
邸
閣
は
官
修

の
貯
蔵
場
所
で
、
物
資
の
徴
収

・
貯
蔵

・
転
運
な
ど
多
機
能
を
兼
ね
備
え
た
。

こ
れ
に
対
し
、
[胡
平
生
2
0
0
0
b
]
は
、
三
州
倉
吏

の
鄭
黒
は
県
吏
な

の
で
、
三
州
倉
は
県
倉
で
あ

っ
て
、
中
央
の
転
運
倉
説
は
な
り
た
た

納
入
先
と
し
て
「關
邸
閣
」
・州
中
倉

・三
州
倉
、
銭
の
納
入
先
と
し
て
庫
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(王
素
・宋
少
華
・羅
新
《
新
収
穫
》
)
。
ま
た
、
籏
牌
に

は
中
倉

の
名
も
見
ら
れ
る
(胡
平
生
・宋
少
華
《
概
述
》
な
ど
)。
し
た
が
っ
て
、
簡
憤
中
の
倉
庫
制
度
や
物
流
、
更
に
は
孫
呉

及
び
三
国
時
代
の
倉
庫

制
度
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
「關
邸
閣
」
・州
中
倉

・
三
州
倉
及
び
庫
の
性
格
や
そ
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
簡
憤
中
に
見
え
る
倉
庫

(特
に
州
中
倉

・三
州
倉
)と
邸
閣
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

「
關

邸

閣

」

・

州

中

倉

・

三

州

倉

に

関

す

る

従

来

の

見

解



な

い
と
し
、
[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1]
は
、
転
運
倉
は
中
央
管
轄
下
の
転
搬

の
倉
で
、
直
接
民
の
租
税
納
入
を
受
け
る
倉
と
し
て
は
機
能
し
な

か
っ
た
と
す
る
と
と
も
に
、
三
州
倉
吏

・
州
中
倉
吏
は
共
に
県
吏
な
の
で
、
三
州
倉

・
州
中
倉
は
共
に
臨
湘
侯
国
管
下

の
倉
で
あ
る
と
す
る
・

以
上
の
よ
う
に
、
三
州
倉
を
転
運
倉
と
す
る
説
と
県
倉
と
す
る
説
が
対
立
し
、
州
中
倉
を
荊
州
の
倉
と
す
る
説
と
県
倉
と
す
る
説
が
対
立

し
て
い
る
。
し
か
し
、
[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1
が
説
く
よ
う
に
、
三
州
倉
吏

・
州
中
倉
吏
が
共
に
県
吏
で
あ
る
以
上
、
少
な

く
と
も
簡
憤
と

関
わ
る
側
面
で
は
、
三
州
倉

.
州
中
倉
が
共
に
県
倉

(臨
湘
侯
国
倉
)
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
、
三
州
倉
と
州

中
倉

の
性
格
の
差
異
や
相
互
の
関
係
、
更
に

「關
邸
閣
」
と
の
関
係
が
新
た
な
課
題
と
な
ろ
う
。

な

お
、
[安
部
聡
一
郎
2
0
0
1
は
詳
細
な

【米

の
納
入
状
況
】
表
を
作
成
し
、
倉
吏
と
丘
と

の
関
係
を
考
察
し
、
嘉

禾
四

・
五
年
に
共
通

す
る
丘

に
つ
い
て
も
年
を
越
え
た
継
続
性
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
、
丘
ご
と
に

一
括
し
て
納
入
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
が
丘
を
単
位
と
し

て
納

入
先

の
倉
吏
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

[張
栄
強
2
0
0
1
は
倉
吏
に

つ
い
て
も
言
及
し
、
吏

民
田
家
荊
中
の
倉
吏
が
同
じ
丘
の
納
入
を
担
当
し
て
い
る
傾
向
を
指
摘
し
、
倉
吏
が
責
任
分
担
制
を
採

っ
て
い
た

こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
が
、

概
観
に
止
ま
り
、
[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1
を
超
え
る
も
の
で
は
な

い
。

「關

邸
閣
」
に
つ
い
て
は
、
王
素
.宋
少
華

.羅
新

《
新
収
穫
》
に
言
及
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
最
近
発
表
さ
れ
た

[劉
聡
2
0
0
1]は
「關
邸

閣
」は
関
税
と
関
わ
る
と
し
、
「關
邸
閣
」関
係
の
竹
簡
を
「關
邸
閣
某
某
付
倉
吏
某
某
受
」と
「
(付
)關
邸
閣
某
某
倉
吏
某
某
受
」の
形
式
に
分
類
し

た
上
で
、
「關
邸
閣
」と
倉
が
同

一
機
構
に
置
か
れ
、
糧
米
は
倉
吏
に
納
入
さ
れ
、
倉
吏
を
経
て
邸
閣
に
交
付
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
表
さ

れ
て
い
る
竹
簡
を
見
る
限
り
で
は
、
ま
と
め
の
簡
の
「付
某
某
倉
關
邸
閣
某
某
吏
某
某
受
」と
い
う
形
式
は
考
え
ら
れ
る
が
、
「
(付
)
關
邸
閣
～
」と
い

う
後
者
の
形
式
は
想
定
し
が
た
い
上
、
「關
」
の
下
に
邸
閣
が
置
か
れ
、
そ
の
邸
閣
が
倉
内
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
よ
り
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
州
倉
吏

・
州
中
倉
吏
以
外
に

つ
い
て

も
県
吏

で
あ
る
か
否
か
、
そ
の
所
属
を
確
認
し
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。



吏

民
田
家
荊
で
は
、
米
と
、
布
・銭
の
折
納
分
の
米
は
倉
に
納
入
さ
れ
、
布
・銭
は
庫
に
納
入
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
(《
吏
民
田
家

荊
》解

題
な
ど
)
、
そ
れ
ぞ
れ
の
吏
と
所
属
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

先
ず
吏
民
田
家
荊
に
見
え
る
倉
吏
は
、
嘉
禾
四
年
荊
で
は
鄭
黒

・李
金
・活
慮
、
嘉
禾
五
年
荊
で
は
張
曼
・周
棟
・孫
儀
・
渚
慮
・郭
勲
・馬
欽
で
あ

る
(《
吏
民
田
家
荊
》
解
題
、
安
部
聡

一
郎
2
0
0
1)。
倉
吏
に
つ
い
て
は
、
[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る

の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ

を
も
と
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

鄭
黒
は
《
吏
民
田
家
荊
》
簡
心
・一刈
。。
に
「三
州
倉
吏
鄭
黒
」と
し
て
見
え
、
孫
儀
は
簡
5
.
1
0
7
、
5
.
2
1
3

な
ど
に
「三
州
縁
孫
儀

」と
し
て
見
え
る
の
で
、

三
州
倉
吏
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
活
慮
は
、
次
の
[簡
1
]
の
簸
牌
に
、
嘉
禾
三
年
の
こ
と
で
は
あ
る
が
「中
倉
。
吏
黄
誰
・港
慮
」と
あ
り
、
前

掲
の
よ
う
に
中
倉
は
州
中
倉
の
簡
称
な
の
で
、
州
中
倉
吏
と
考
え
ら
れ
る
。

二

吏

民

田

家

荊

中

の

倉

吏

・
庫

吏

張
曼

・周
棟
・郭
勲

・馬
欽
も
下
記
の

[
簡
2
]
の
賦
税
木
順
に
「州
中
倉
吏
郭
勲

・馬
欽

・張
曼
・周
棟
」と
あ
る
の
で
州
中
倉
吏
と
考
え
ら
れ
る
。

李
金
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
[安
部
聡
一
郎
2
0
0
1]に
よ
れ
ば
、
嘉
禾
五
年
荊
で
は
米
が
三
州
倉
吏
孫
儀
と
州
中
倉
吏
張
曼

・周
棟
ら
に
共
に
納

入
さ
れ
て
い
る
の
に
、
嘉
禾
四
年
荊
で
は
州
中
倉
吏
播
慮
に
布

・銭
の
折
納
分
の
み
が
納
入
さ
れ
て
お
り
、
三
州
倉
吏
鄭
黒
の
み
に
米
が
納
入
さ
れ

た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、
李
金
は
州
中
倉
吏
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

[簡

2
]
《
発
掘
報
告
》
例
7

(
　

)

州
中
倉
吏
郭
勲
馬
欽
張
曼
周

棟
起
正
月
廿
三
日
詑
廿
六
日
受

雑
米
三
百
甜
八
斜
五
斗
八
升

其
十
七
解
九
斗
税
米

其
十
二
斜
私
學
限
米

其
廿

一
斜
五
斗
二
升
租
米

其
三
斜
四
升
佃
吏
限
米

吏
黄
諌
活

慮

嘉

禾

三
年
月
旦

[簡

1
]

(
正

面

)

中
倉

(《
発
掘
報
告
》
例
6
)

簿
起
正
月

詑
五
月
十
五

日
所
入

(背
面
)
中
倉



其
廿
二
斜
五
斗
鯨
力
租
米

其
廿
斜
三
斗
五
升
田
畝
布
米

其
二
百
光
二
斜

一
斗

一
升
八
億
銭
米

其
十
五
斜
七
斗
田
畝
銭
米

其
三
斜
五
斗
金
民
限
米

正
月
廿
六
日
倉
吏
渚
慮
白

※
[注
]
5
行
目

「八
億
」
:
「八
備
」
(侯
旭
東
1
9
9
9)、
「
八
僧
人
」
(胡
平
生
2
0
0
0
a
)
、
「八
檜
人
」
(王
素
2
0
0
0
)

三
州
倉
吏
鄭
黒
は
簡
4
.
4
0
3
に
「湛
龍
丘
縣
吏
鄭
黒
」と
あ
る
の
で
県
吏
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲

[簡
1
]で
播
慮
と
共
に
州
中
倉
吏
と
さ
れ
た
黄

誰
が
簡
0
.
1
2
に
「石
下
丘
縣
吏
黄
諌
」
と
あ
り
県
吏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
州
中
倉
吏
播
慮
も
県
吏
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方

、
吏
民
田
家
荊
に
見
え
る
庫
吏
は
、
嘉
禾
四
年
荊
で
は
港
有
・播
慎
、
嘉
禾
五
年
荊
で
は
活
有
・播
慎
・播
宗
で
あ
る
(《吏
民
田
家
荊
》解

題
)。
そ
の
う
ち
播
有
は
簡
5
.
4
1
8
に
「東
丘
縣
吏
播
有
」
と
あ
り
、
播
慎
は
簡
5
.
9
8
に
「溺
丘
縣
吏
播
慎
」
、
簡
5
.
1
0
8
2

に
「口
丘
縣
吏
播
慎
」と
あ
る

の
で
、
共
に
県
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
播
宗
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
他
の
二
人
が
県
吏
な
の
で
県
吏
の
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
校
閲
者
の
田
戸
曹
史
張
暢
も
簡
4
.
2
1
に
「下
伍
丘
縣
吏
張
楊
」と
あ
り
、
県
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(胡
平
生
2
0
0
0
b
)
。
し
た
が
っ
て
、

吏
民
田
家
荊
中
の
田
戸
曹
史
張
場
も
庫
吏
も
県
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
鄭
黒
以
外
の
三
州
倉
吏
孫
儀
ら
も
潜

慮
以
外
の
州
中
倉
吏
張

曼
ら
も
県
吏
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
よ
り
高
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
先
ず
吏
民
田
家
荊
中
の
田
戸
曹
史
・三
州
倉
吏
・州
中
倉
吏
・庫
吏
は
共
に
県
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
と
言
え
る
。

次
に
、
簡
4
.
1
-
4
.
3

の
「表
題
木
簡
」
に
下
記
の
よ
う
に
あ
り
、
郷
が
上
申
し
た
荊
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

[
簡
3
]
南
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
別
頃
畝
旱
敦
収

米
銭
布
付
授
吏
姓
名
年
月
都
荊

(
　

)

[
簡
4
]
圓
樂
二
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
吏
民
田
家
別
荊
如
牒

(
　

)

[
簡
5
]
園
郷
謹
列
四
年
吏
民
田
家
別
荊

(
　

)

し
た
が
っ
て
、
[關
尾
史
郎
2
0
0
1]も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
吏
民
田
家
荊
は
郷
と
県
(臨
湘
侯
国
)
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
荊
で
、
郷
か
ら
県
に
上

申
さ
れ
、
県
に
保
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。



先

ず
王
素

.
宋
少
華

・
羅
新

《
新
収
穫
》
や
胡
平
生

・
宋
少
華
《
概
述
》
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
賦
税

・
倉
庫
関
係

の
主
な
竹
簡

・
簸
牌
を

列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

[簡
6
]
入
廣
成
郷
嘉
禾
二
年
銀
買
銭
二
千
=二嘉
禾
二
年
四
月
十
三
日
孫
丘
男
子
唐
陸
付
庫
吏
股
連
受

(
　

)

[簡

7
]
入
南
郷
嘉
禾
二
年
財
用
銭
≡
一嘉
禾
二
年
七
月
五
日
雷
渚
盧
件
付
庫
吏
股

連
受

(
　

)

[簡
8
]
吊
水
丘
大
男
匪

布
三
匹
三
丈

一
嘉
禾
元
年
七
月
十
六
日
關
丞

戸
庫
吏
播
有

(《概
述
》
例
7
)

(《
大
音
希
声
》
例
13

∵
:
關
丞
□
戸
庫
吏
…
。
胡
平
生
2
0
0
0
b…
医
□
布
三
匹
三
丈
六
尺
…
關
丞
□
戸
庫
吏
…
。)

[
簡
9
]
其
廿
斜
民
入
付
州
中
倉
關
邸
閣
李
嵩
吏
黄
諌
播
慮
受

(
　

)

[簡

10
]
右
三
百
廿
四
斜
五
斗
付
州
中
倉
關
邸
閣
李
嵩
吏
黄
諺
播
慮
受

(
　

)

[簡

11
]
其
六
解
付
三
州
倉
關
邸
閣
董
基
吏
鄭
黒
受

(
　

)

[
簡
12
]
(上
空
)
其
十
五
斜
三
斗
七
升

=
二
州
倉
關
邸
閣
董
基
吏
鄭
黒
受

(
　

)

[
簡

13
]
入
吏
呉
傷
三
年
盤
米
五
斜

=
ロ
斗
五
升
黄
龍
三
年
正
月
廿

一
日
關
邸
閣
郭
据
付
倉
吏
臨
賢
受

(
　

)

[
簡

14
]
入
中
郷
租
米
三
解
冑
畢

二
嘉
禾
二
年
九
月
廿
八
日
東
平
丘
縣
吏
伍
訓
關
邸
閣
董
基
付
倉
吏
谷
漢
受

(
　

)

[
簡

15
]
入
西
郷
嘉
禾
二
年
税
米
四
斜
二
斗
冑
畢

=
嘉
禾
二
年
十
月
六
日
男
子
謝
口
關
邸
閣
董
基
付
三
州
倉
吏
鄭

黒
受

(
　

)

[
簡

16
]
入
廣
成
郷
嘉
禾
二
年
租
米
五
斜
口
(冑
)
畢

一一
嘉
禾
二
年
十
月
十
七
日
□
丘
毛
旗
關
邸
閣
董
基
付
三
州
倉
吏
鄭
黒
受

(
　

)

[
簡

17
]
入
廣
成
郷
嘉
禾
二
年
租
米
十
七
斜
衡
畢

一
嘉
禾
二
年
十
月
廿
五
日
池
丘
郡
吏
唐
雷
關
邸
閣
董
基
付
三
州
倉
吏
鄭
黒

受

(
　

)

[
簡

18
]
入
平
郷
嘉
禾
二
年
租
米
六
斜
冑
畢

一
嘉
禾
二
年
十
月
廿
八
日
東
丘
番
有
關
邸
閣
董
基
付
三
州
倉
吏
鄭
黒
受

(
　

)

[
簡

19
]
其

一
百
廿
五
斜
五
斗
四
升
口
(民
)先
入
付
三
州
倉
吏
谷
漢
出
付
圃
師
唐
口
運
詣
中
倉
口

(
　

)

三

「
關

邸

閣

」

に

つ

い

て



賦

税

.
倉

庫

関

係

の
竹

簡

で

は
、

[
簡

6

]

[
簡

7
]

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、

銭

の

場

合

は

直

接

庫

に
納

入

さ

れ

て

い

る

(
王

素

・
宋

少

華

.
羅

新

《
新

収

穫

》
)
。

ま

た

布

も

[
簡

8

]

に

あ

る

よ

う

に

庫

に
納

入

さ

れ

、

銭

・
布

が

庫

に

納

入
さ

れ

て

い
る

の

は

、

吏

民

田
家

荊

の

場

合

と

同

様

で
あ

る
。

一
方

、
米

な

ど

に
つ
い
て
は

、
王

素

・
宋

少

華

・
羅

新

《
新

収

穫

》

に

よ

れ
ば

、

食

糧

は

[
簡

9

]

～

[
簡

12

]

に
あ

る

よ
う

に
、
州

中

倉

.
「
關

邸

閣

」

と

三

州
倉

・
「關

邸

閣

」

に

分

別

し

て
納

入

さ

れ

、

[簡

13

]

[
簡

14
]

よ

り

米

を

納

入

す

る

場

合

、
先

に

「關

邸

閣

」

に
納

入

し

「
關

邸

閣

」

か

ら

倉

に

付

さ

れ

た

り

、

[
簡

15

]

～

[
簡

18
]

よ

り

、

先

に

「
關

邸

閣

」

に
納

入

し

「關

邸

閣

」

か

ら

三

州
倉

に

付

さ

れ

た

よ

う

で
あ

る

と

い
う

。

ま

た

、

[
簡

19

]

[
簡

21
]

よ

り
、

三

州

倉

か

ら

州

中

倉

に
食

糧

が

運
ば

れ
た

と

し
、
三

州

倉

が

転

運

倉

の
性

格

を

具
有

し
、
州

中
倉

が

正
倉

の
性

格

を

具

有

し
て
い
た
と

す

る
。

[簡

14
]

の

「倉

吏

谷

漢

」

は

[簡

19
]
に

、
時

期

は

不

明

だ

が

「三

州
倉

吏

谷

漢

」

と

あ

る

の

で
、

三

州

倉

吏

と

考

え

ら

れ

る

。

[
簡

13
]

の

「倉

吏

臨

賢

」

に

つ

い

て

は

不

明

で

あ

る

が

、

[
簡

14
]

の

よ

う

に

「
三

州

倉

吏

」

の
略

の
可

能

性

も

あ

り

、

そ

う

で

あ

っ
た

と

す

れ

ば

、

[
簡

13
]

[
簡

14
]

も

[
簡

15

]

～

[
簡

18
]

と

同

様

に

理
解

で

き

よ

う
。

吏

民

田
家

荊

の
場

合

、
納

入
先

と

し
て
の
倉

に
は
、
三
州

倉

と

州

中
倉

が
あ

っ
た

の
に
対

し
、
こ
こ
で
は

「
關

邸

閣

」
が
介

在

し

た
り

、

[簡

9
]

[
簡

10

]

の
ま

と
め

の
簡

を

除

く
と

、
公

表

さ

れ

て
い
る
竹

簡

釈

文

に
は

州

中

倉

に
三

州

倉

を

介

さ

ず

納

入
し

た
こ
と

を

明

確

に

物

語

る

事

例

は
見

ら

れ

な
い
。
こ

の
こ
と

を

ど

の
よ
う

に

理

解

す

る

か
は
、
三

州

倉

や

州

中

倉

及

び

「關

邸

閣

」
の
性

格

を

ど

の
よ

う

に

理

解

す

る

か
と

い
う

問

題

と

大

き

く

関

わ
る
。

そ
の
問

題

を

扱

う

前

に

、
先

に

「
關

邸

閣

」
に

つ
い
て
検

討

し
て
お
き

た
い
。
王

素

・
宋

少

華

・
羅
新

《
新

収

穫

》

が

[
簡

9

]

～

[
簡

12

]

よ

り

食

糧

が
州

中

倉

.
「關

邸

閣

」

と

三

州

倉

・
「
關

邸

閣

」

に

分

別

納

入

さ

れ

た

と

す

る

の

は
、

そ

の

「
關

邸

閣

」

の
理

解

と

関

わ

る
。

す

な

わ

ち

、

「關

邸

閣

」

の

「關

」
を

関

所

と

解

し

、

そ

の

例

と

し

て
竹

簡

中

に

「
臨

湘

關

」

が

あ

り

、

「關

」

に

は

「關

主

」

「
「
關

橡

」

「
關

丞

」

所
受
三
州
倉
運

嘉
禾
元
年
雑
米
荊

[簡
20
]
図
渚
迎
限
米
五
斜
ロ
ロ
嘉
禾
元
年
十

一
月
三
日
緒
中
丘
許
誰
付
倉
吏
谷
漢
受

(
　

)

[
簡

21

]

(正
面
)
中
倉

吏
黄
誹
起

嘉
禾
二
年
三
月

(
《
概

述

》

例

2

臼
卜。
悼
-
卜。
O
O
①
)

(背
面
)
中
倉



し
か
し
、
[簡
9
]
～

[簡
12
]
を
見
る
と
、
「付
州
中
倉

(又
は
三
州
倉
)
」と
そ
の
吏
の
「吏
某
受
」
の
間
に
「關
邸
閣
某
」が
挟
ま
れ
る
形
態
に

な
っ
て
い
て
文
章
と
し
て
読
み
に
く
い
。

[簡

14
]
～

[簡
18
]
を
見
る
と
、
人
名
の
後
に
直
接

「關
邸
閣
」と
続
い
て
い
て
、
「關
邸
閣
」

の
前
に
動

詞
が
無

い
の
が
釈
然
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
楼
蘭
魏
晋
簡
の
背
面
に

「關
す
」
と
い
う
よ
う
に
動
詞
で
用

い
て
い
る
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、

[簡
22
]
(背
)

口
口

一

領
功
曹
橡
梁
鷺
關
主
簿
張
霜
省

(
　

)

[簡
23
]

(背
)

口
口

一

功
曹
史
張
亀
關
領
主
簿
梁
鶯
省

(
　

)

[簡

22
]
[簡
23
]
に
功
曹
が

「關
」
し
て
主
簿
が

「省
」
す
と
い
う
事
例
が
見
ら
れ

(伊
藤
敏
雄
1
9
8
3)、
[胡
平
生
一㊤
㊤
二
は

「關
」
を

「上
稟

報
告
」、
「省
」
を

「省
事
負
責
」
の
意
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
[關
尾
史
郎
2
0
0
1は

「由
」
に
通
じ
る
動
詞
と
解
し
て
い
る
。
「關
」

の
意
味
自
体
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
動
詞
と
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

[簡
9
]
～

[簡

19
]
は
理
解
し

や
す

く
な
る
と

い
え
る
。
例
え
ば
、
[簡

11
]
は

「其
の
六
斜
は
、
三
州
倉
に
付
し
、
邸
閣
の
董
基
に
關
し
、
(三
州
倉
)
吏
の
鄭
黒
が
受

領
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
[簡
18
]
は

「平
郷
の
嘉
禾
二
年

の
租
米
六
斜
を
冑
が
畢
え
、
嘉
禾
二
年
十
月
廿
八
日
に
同
郷
の
東
丘
の

番
有
が
、
邸
閣
の
董
基
に
關
し
て
付
し
、
三
州
倉
吏

の
鄭
黒
が
受
領
し
た
」
と
い
う

こ
と
に
な
る

(な
お
、
番
有
は
前
掲

の
よ
う
に
庫
吏
・

県
吏
で
あ
り
、
[關
尾
史
郎
2
0
0
1が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
董
基
の
自
署
も
見
ら
れ
る
)。
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

《
新

収
穫
》
で
は
、
「關
」

に
は

「關
主
」
「關
縁
」
「關
丞
」
な
ど
が
置
か
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
「主
～
某
に
關
し
て
」
な
ど
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

[劉
聡
2
0
0
1

は

「關
主
」
を

「關
主
記
」
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「主
記
某
に
關
し
て
」

の
可
能
性
が
高

い
と
言
え
る
。
な
お
、

二
〇
〇

一
年
八
月
の
長
沙
呉
簡
国
際
学
術
研
討
会
鐘
百
年
来
簡
畠
発
現
与
研
究
学
術
研
討
会

で
の
討
議
や

[王
素
2
0
0
1
に
よ
れ
ば
、
黎
石

生
氏
は

「州
中
邸
閣
」
の
存
在
を
挙
げ
、
「關
」
を
動
詞
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
[
王
素
2
0
0
1
や

[黎
石
生
2
0
0
1]
に

引
く
次
の

[簡
24
]
を
見
る
限
り
、
「州
中
邸
閣
」
で
は
な
く

「州
中
倉
關
邸
閣
」
の

一
部

「倉
關
」
が
脱
落
し
た

可
能
性
が
高

い
よ
う
に

思
え
る
。
従

っ
て
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
竹
簡
の
釈
文
の
公
表
が
待
た
れ
る
。

[
簡
24
]
其
七
十
七
斜
九
斗
付
州
中
邸
閣
李
嵩
倉
吏
黄
諄
播
慮

[受
]

(黎
石
生
2
0
0
1・
簡
号
不
詳
)

な
ど
が
置
か
れ
た
と
す
る
こ
と
に
よ
る
。



前
掲

の
吏
民
田
家
荊
中
に
見
ら
れ
た
倉
吏
・庫
吏
に
加
え
、
《
発
掘
簡
報
》《
発
掘
報
告
》
の
ほ
か
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

《新
収
穫
》
に
見
ら

れ
る
邸
閣
・倉
吏

・庫
吏
の
担
当
者
を
整
理
す
る
と
【表
1
】の
よ
う
に
な
る
(倉
吏
で
三
州
倉
吏

・州
中
倉
吏
か
判
断
で
き
る
も
の
は
、
後
者
に
分
類

し
た
。
他
に
時
期
は
不
明
で
、
嘉
禾
元
年
～
三
年
頃
と
思
わ
れ
る
が
、
邸
閣
李
嵩
が
州
中
倉
吏
黄
諌
・播
慮
と
同
時
に
見
え
る
)
。

四

簡

順

中

の

邸

閣

・
倉

吏

・
庫

吏

担

当

者

※
注

「其
七
十
七
斜
九
斗
付
州
中
[倉
關
]
邸
閣
李
嵩
倉
吏
黄
諦
播
慮

[受
]」
の
誤
り
か
。

兎
も
角
、
以
上
の

「關
」
を
動
詞
と
す
る
こ
と
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
前
掲

の

[簡
6
]
～

[簡
20
]
を
も
と

に
、
次
の
よ
う
に
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①

郷

(丘
)
か
ら
納
入
さ
れ
る
銭
の
場
合
は
直
接
庫
に
付
し
た

(
[簡

6
]
[簡

7
]
)。
布
の
場
合
、
丞
戸
(?
)
に
関
し
て
庫
に
付
し
た
が
(
[簡

8
]
)
、

一
例
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な

い
の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

②

郷

(丘
)
か
ら
納
入
さ
れ
る
米
は
、
邸
閣
に
関
し
て
三
州
倉
吏
に
付
し
た

([簡

13
]
～

[簡

18
]
)。

一
例
が
単
に
倉
吏
と
あ

っ
て
詳

細
は
不
明
だ
が
、
三
州
倉
吏

の
可
能
性
が
あ
る
。
現
在
公
表
さ
れ
て
い
る
釈
文
で
は
、
ま
と
め
の
簡

(郷
か
ら
県

へ
の
納
入
の
ま
と
め

と
思
わ
れ
る
)
を
除
く
と
州
中
倉

へ
付
し
た
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
[簡
20
]
の
よ
う
に
邸
閣
を
介
さ
な

い
事
例
も
見
ら
れ
る
。

③

ま
と
め
の
簡
に
見
え
る
食
糧
の
場
合
は
、
邸
閣
に
関
し
て
州
中
倉

又
は
三
州
倉

に
付
し
た

(
[簡

9
]
～

[簡
12
]
)。

④

三
州
倉
か
ら
州
中
倉

へ
運
ぶ
場
合
が
あ
り

(
[簡

19
]
[簡
21
])
、
船
運
に
よ
る
場
合
も
あ

っ
た

([簡

19
])
。

そ
う
す
る
と
、
州
中
倉
又
は
三
州
倉

へ
の
食
糧

の
納
入
に
邸
閣
が
介
在
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
邸
閣

の
性
格
と
機
能
及
び
州
中
倉

二
二
州
倉
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

い
が
、
そ
の
前
に
そ
の
関
係
や
所
属
を

明
確
に
す
る
た
め
に
、

簡
憤

中
に
見
ら
れ
る
倉
吏
・庫
吏
と
邸
閣
の
担
当
者
に
つ
い
て
整
理
・検
討
し
て
お
き
た
い
。



【表

1
】
の
う
ち
、
前
掲

の
よ
う
に
州
中
倉
吏

の
黄
諦

・
播
慮
、
三
州
倉
吏

の
鄭
黒
、
庫
吏
の
播
有
・播
慎
は
県
吏
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
三

州
倉

の
谷
漢
も
簡
5
・
1
0
2
5
に

「□
漫
丘
縣
吏
谷
漢
」
と
し
て
見
え
る
の
で
、
県
吏
と
考
え
ら
れ
る
。
庫
吏
の
股
連
は
、

[簡

25
]
に
よ
り
嘉
禾
四
年

に
東
郷
勧
農
縁
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
嘉
禾
二
年
に
も
県
吏
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

[簡
25
]

1

東
郷
勧
農
橡
股
連
被
書
條
列
州
吏
父
兄
人
名
年
紀
為
簿
輔
科
核
郷
界
州
吏
三
人
父

2

兄
二
人
刑
踵
技
走
以
下
戸
民
自
代
謹
列
年
紀
以
審
實
無
有
遺
脱
若
有
他
官
所
覧
連

3

自
坐
嘉
四
年
八
月
廿
六
日
破
荊
保
糠

(《
発
掘
簡
報
》
《
発
掘
報
告
》
例
8
ｊ
2
2
-
2
5
4
3
)

(1
行
目

「科
核
」

H

「料
核
」
(胡
平
生
2
0
0
0
b
)。
2
行
目

「技
」

口

「叛
」
(侯
旭
東
1
9
9
9)。
3
行
目

「嘉
四
年
」

口

「禾
」

脱
落
。
)

し
た
が

っ
て
、
州
中
倉
吏

・
三
州
倉
吏

・
庫
吏
は
判
明
す
る
限
り
県
吏

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
不
明
な
州

中
倉
吏

・
三
州
倉
吏

・

【
表

1

】
邸

閣

・
倉

吏

・
庫

吏
担

当

者

一
覧

邸

閣

州
中
倉

三
州
倉

倉

吏

庫

吏

黄
龍
三
年

郭
据

臨
賢

嘉
禾
元
年

董
基

黄
諦

谷
漢

播
有

嘉
禾
二
年

董
基

黄
諦

鄭
黒

・
谷
漢

股
連

嘉
禾
三
年

黄
諌

・
活
慮

嘉
禾
四
年

播

慮

・
(李

金

)

鄭
黒

(
許

迫

)
・
郵

隆

・

谷

榮

・黄

瑛

刈

播
有
・播
慎

嘉
禾
五
年

播

慮

・
郭

勧

・
馬

欽

・

張

曼

・
周

棟

孫
儀

播

有

・
播

慎

・
播

宗

判

H

「
発

掘

簡

報

」

「発

掘

報

告

」

例

16

(
ｊ
2
2
-
2
5
4
0

)
に

よ

る



で
は
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
三
州
倉

・
州
中
倉

・
邸
閣
の
性
格

・
機
能
と
相
互
関
係
に

つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
に
し
た

い
。

先
ず

、
三
州
倉

・
州
中
倉
に

つ
い
て
検
討
し
た

い
。

[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
転
運
倉
の
性
格
よ
り
考
え
て
、
民

か
ら
租
税
納
入
を
受
け
て
い
る
三
州
倉
は
転
運
倉
と
は
考
え
が
た
い
。
[胡
平
生
2
0
0
0
b[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1が
指
摘
し
、
本
稿
で
も
上
述

し
た
よ
う
に
、
三
州
倉
吏

・
州
中
倉
吏
は
県
吏
で
あ
り
、
三
州
倉

・
州
中
倉
は
共
に
県
倉

(臨
湘
侯
国
倉
)
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一

方
、

「臨
湘
は
長
沙
郡
治
な

の
で
郡
倉
が
あ
る
が
、
県
倉
は
無

い
」
(王
素

・宋
少
華
・羅
新
《
新
収
穫
》)
と

い
う
指
摘

も
見
逃
せ
な

い
。
そ

う
だ
と
す
る
と
、
三
州
倉

・州
中
倉
で
管
理
に
関
与
し
て
い
る
の
は
県
吏
な
の
で
、
県
倉
と
異
な
る
そ
れ
ら
の
倉
庫
あ
る
い
は
そ
の

一
部
を
県
が
管

理
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
三
州
倉
・州
中
倉
が
県
倉
で
あ
っ
た
か
、
郡
治
な
の
で
県
倉
は
無
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
時

点
で
は
決
め
か
ね
る
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
長
沙
走
馬
楼
簡
憤
に
関
わ
る
部
分
で
は
、
県
が
管
理
し
て
い
る
の
で
、
運
営
上
は
県
倉
と
し
て
扱
っ
て
大
過
あ
る
ま
い
。
三
州
倉

・州

庫
吏

も
県
吏
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
[長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
b。
oO
昌

が
新
た
に
紹
介

し
た
竹
簡
に

[簡

26
]

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
谷
漢
が
嘉
禾
三
年
に
郡
吏
と
な

っ
て
お
り
、
谷
漢
は
嘉
禾
元
年

・
二
年
に
県
吏
で
、
嘉
禾
三
年

に
郡
吏
、
嘉
禾
五
年
に

県
吏

で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
現
時
点
で
は

一
例
し
か
な

い
の
で
不
明
な
点
が
多

い
が
、
県
吏
と
郡
吏
と
の
間
の
移
動
が
簡
単
で
あ

っ
た
こ

と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

[簡
26
]
郡
吏
谷
漢
兄
子

一
年
廿
九

嘉
禾
三
年
二
月
十
九
日

走

(
7
9
0
5
)

一
方
、
邸
閣
に
つ
い
て
見
る
と
、
郭
据
・李
嵩
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
嘉
禾
二
・三
年
に
邸
閣
で
あ
っ
た
董
基
に
つ
い
て
は
簡
4
.
5
1
3
に
「州
吏
董

基
」
(写
真
版
で
は
「州
」字
が
や
や
不
鮮
明
だ
が
、
畝
収
五
斗
八
升
[六
合
]で
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
る
の
で
州
吏
で
あ
ろ
う
)
と
あ
り
、
一
例
し
か

な
い
の
で
断
定
で
き
な
い
が
、
倉
吏
・庫
吏
な
ど
の
事
例
か
ら
考
え
て
嘉
禾
五
年
に
州
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
州
吏
と
郡
吏

・県
吏
と
の
優
遇

措
置
が
異
な
っ
て
い
た
い
た
こ
と
(《
吏
民
田
家
荊
》
解
題
)
を
考
慮
す
る
と
、
嘉
禾
二
・三
年
に
邸
閣
で
あ
っ
た
時
も
州
吏
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

五

三

州

倉

・

州

中

倉

・

邸

閣

の

性

格

・

機

能

と

相

互

関

係



中
倉

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
王
素
・宋
少
華
・羅
新
《新
収
穫
》
の
両
説
以
外
に
考
え
難
い
が
、
県
倉
だ
と
す
れ
ば

「州
」は
「洲
」の
意
味
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
[簡

19
]で
三
州
倉
か
ら
食
糧
を
漕
運
で
州
中
倉
に
運
ん
だ
こ
と
や
、
劉
宋
時
代
の
事
例
で
あ
る
が
『
水
経
注
』
巻

39
韓

水
条

に
、

籟
水
又
歴
鈎
折
邸
閣
下
、
度
支
校
尉
治
、
太
尉
陶
侃
移
置
此
也
。
菖
夏
月
、
邸
閣
前
洲
没
、
去
浦
遠
。
景
平
元
年

(四
二
三
年
)
、
校
尉

豫
章
、
因
運
出
之
力
於
渚
次
、
聚
石
為
洲
、
長
六
十
餓
丈
、
洲
裏
可
容
数
十
紡
。

(『
水
経
注
』
巻
39
輯
水
条
)

と
あ
り
、
漕
運
の
た
め
邸
閣
の
前
に
洲
を
築
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
「洲
」
の
近
く
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

三
州
倉

・州
中
倉
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
史
料
も
乏
し
く
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
公
表
さ
れ
て
い
る
史
料
で
は
、
わ

ず
か
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
三
州
倉
か
ら
州
中
倉

へ
糧
米
を
運
ぶ
場
合
が
あ
り

(
[簡

19
]
[簡
21
]
)、
逆
は
見
ら
れ
な

い
。
規
模
や
地
理

的
位
置
の
差
異
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
の
理
由
か
ら
、
州
中
倉

の
方
が
規
模
が
大
き
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
、
【表
1
】
や

前
述

の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
嘉
禾
五
年
に
は
州
中
倉

の
方
の
倉
吏

の
人
数
が
多

い
。
第
二
に
、
米
の
納
入
を
扱

っ
た
件
数
と
量
が
、

州
中
倉
の
方
が
多
い
。
ま
ず
、
[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1の
附
表

【米
の
納
入
状
況
】
に
よ
れ
ば
、
吏
民
田
家
荊
中
で
米

の
納
入
を
扱
っ
た
件
数

が
嘉
禾

四
年
荊
で
は
三
州
倉

一
六
七
件
・州
中
倉

二
二
八
件
、
嘉
禾
五
年
荊
で
は
三
州
倉

二

一
二
件

・州
中
倉
七
九

一
件
で
、
州
中
倉

の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
。
正
確
に
は
扱

っ
た
総
量
を
計
算
し
て
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
折
納
の
場
合
も
含
め
て
整
理
す

る
と
巻
末
の

【
表
2
】

【表

3
】
の
よ
う
に
な
る
。
詳
し
い
分
析
は
米
納
入
と
関
連
す
る
諸
問
題
と
合
わ
せ
て
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
、

こ
こ
で
は
件
数
と
総
量
を

比
較

し
て
お
き
た
い
。
嘉
禾
四
年
荊
に
お
け
る
件
数
と
最
低
納
入
総
量
は
、
三
州
倉

一
七
七
件

・二
七
九
八
斜
三
斗

一
升
八
合
、
三
州
倉
の
折

納
三
〇
五
件
・
五
八
三
斜
四
斗
八
升

一
合
、
州
中
倉

二
二
九
件
・
二
七
〇
九
斜
五
斗
八
升
、
州
中
倉
の
折
納
三
九
件
・五
〇
斜
三
斗
八
升
五
合
と

な
り
、
正
規
の
件
数
は
州
中
倉
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
対
し
、
折
納
件
数
は
三
州
倉
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
総
量
は
近
い
数
値
を
示
し
、
む
し
ろ

三
州
倉
の
方
が
多
い
。
一
方
、
嘉
禾
五
年
荊
で
は
、
三
州
倉
二

一
四
件
・六
四

一
七
斜
四
斗
二
升
、
三
州
倉
の
折
納
四
六
八
件
・
一
〇
五
五
斜
四
斗

四
升
九
合
に
対
し
、
州
中
倉
は
張
曼
・
周
棟
の
み
で
も
七
九
六
件
・
一
二
二
六
六
斜
八
斗
四
升
六
合
、
折
納
六
六
五
件
・
九
七
九
斜
二
斗
四
升
二

合
と
な
り
、
件
数

・総
量
と
も
に
州
中
倉
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
嘉
禾
四
年
荊
で
は
量
的
に
大
差
な
い
が
、
嘉
禾
五
年
荊

で
は
件
数
・総
量
と
も
に



州
中
倉
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
嘉
禾
四
年
荊
・嘉
禾
五
年
荊
を
合
わ
せ
る
と
、
件
数
・総
量
と
も
に
州
中
倉
の
方
が
圧
倒

的
に
多
い
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
量
的
に
も
州
中
倉
の
方
が
規
模
が
大
き
い
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

そ
こ
で
、
わ
ず
か
な
事
例
か
ら
の
憶
測
に
過
ぎ
な

い
が
、
州
中
倉

の
方
が
規
模
が
大
き
く
、
最
終
消
費
地
に
近
い
場
所

(県
治
か
そ
の
近

く
)

に
置
か
れ
、
不
足
し
た
場
合
に
は
三
州
倉
か
ら
転
送
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に

つ
い
て
、
[安
部
聡

一
郎
2
0
0
1は
[渡
辺
信

一
郎
1
9
8
9]を
も
と
に
委
輸

.
調
均
な
ど
糧
米
の
移
出
に
備
え
て
県
倉

の

一
部
が
分
置
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。
な
お
、
公
表
さ

れ
て
い
る
竹
簡
釈
文
で
は
、
郷

(丘
)

の
糧
米
の
場
合
、
三
州
倉

へ
納
入
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
吏
民
田
家
荊
で
州
中
倉
が
取
り
扱
っ
て
い
る

件
数
が
圧
倒
的
に
多
い
の
と
矛
盾
す
る
が
、
出
土
状
況
の
問
題
な
の
か
、
時
間
的
差
異
な
の
か
を
含
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

次

に
、
邸
閣
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
邸
閣
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
郷

(丘
)

の
糧
米
の
三
州
倉

へ
の
納
入
に
介
在
し
た
り
、
食
糧

の
三

州
倉

又
は
州
中
倉

へ
の
納
入
に
介
在
し
て
お
り
、
糧
米
の
物
流
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

文
献
史
料
上
の
邸
閣
に

つ
い
て
は
、

[日
野
開
三
郎
1
9
5
2が
、
『
魏
志
』
巻

30
東
夷
伝
倭
人
条

(『
魏
志
』
倭
人
伝
)
な
ど

一
二
例
を
検

討
し
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
①
大
規
模
な
軍
用
倉
庫
、
②
糧
穀

の
貯
積
を
第

一
と
す
る
が
、
戦
具
や
絹
な
ど
の
資
財
を
収
め

る
も

の
も
あ
る
、
③
交
通

.
軍
事
上

の
要
地
、
政
治

・
経
済

の
中
心
地
な
ど
に
お
か
れ
た
。
ま
た
、
[佐
久
間
吉
也
1
9
8
1は
、
晋
代
に
お
い

て
も
軍
用
倉
庫
と
し
て
穀
物
な
ど
を
貯
え
、
多
く
は
河
川
流
域
に
お
か
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と

こ
ろ
で
、
前
述

の
よ
う
に
、
嘉
禾
二

・
三
年
に
邸
閣
で
あ

っ
た
董
基
は
、
嘉
禾
四
年
荊
に
州
吏
と
し
て
見
え
、
嘉

禾
二
・三
年
当
時
も
州

吏
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
文
献
史
料
で
は
邸
閣
の
管
掌
者
と
し
て
邸
閣
督
の
名
が
見
え
る
が
(日
野
開
三
郎
1
9
5
2、
佐

久
間
吉
也
1
9
8
1)、
例

え
ば

『
蜀
志
』
や

『
晋
書
』
に
、

先

主
定
益
州
、
(郵
)
芝
為
郭
邸
閣
督
。
先
主
出
至
郷
、
與
語
、
大
奇
之
、
擢
為
郭
令
、
遷
廣
漢
太
守
。

(『
蜀
志
』
巻

15
郵
芝
伝
)

帝

不
從
、
(李
)含
遂
被
疑
、
退
割
為
五
品
。
蹄
長
安
、
歳
鯨
、
光
緑
差
(李
)含
為
壽
城
邸
閣
督
。
司
徒
王
戎
表

(李
)含
曾
為
大
臣
、
錐

見
割
削
、
不
磨
降
為
此
職
。
詔
停
。
後
為
始
平
令
。

(『
晋
書
』
巻

60
李
含
伝
)

と
あ

り
、
県
令
よ
り
も
や
や
低
い
地
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
県
吏
の
担
当
す
る
三
州
倉

・
州
中
倉
よ
り
も
邸
閣
の
方
が
上
位



註

お

わ

り

に

以
上
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
が
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
と
言
え
る
。

①
簡
憤

(吏
民
田
家
荊
を
含
む
)中
に
見
ら
れ
る
田
戸
曹
史

・三
州
倉
吏

・
州
中
倉
吏

・
庫
吏
は
県
吏
と
考
え
ら
れ
る
。

②

三
州
倉
は
転
運
倉

で
は
な
く
、
三
州
倉

・
州
中
倉
は
、
簡
憤
に
関
わ
る
部
分
で
は
、
県
倉
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

③

三
州
倉
よ
り
州
中
倉

の
方
が
規
模
が
大
き
く
、
最
終
消
費
地
に
近
い
場
所

(県
治
か
そ
の
近
く
)
に
置
か
れ
、
州
中
倉

で
不
足
し
た
場

合

に
は
三
州
倉
か
ら
転
送
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④

「關
邸
閣
」
の

「關
」
は
動
詞
と
す
べ
き
で
あ
る
。

⑤
邸

閣
は
軍
用
倉
庫
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
当
時
は
軍
糧

の
調
達
な
ど
が
重
要
で
あ

っ
た
の
で
、
邸
閣
が
州
中
倉

・
三
州
倉

へ

の
納
入
に
介
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
と
、
簡
憤
中

の
邸
閣
が
糧
米

の
物
流
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
簡

順
中

の
邸
閣
も
、
文
献
史
料
に
見
ら
れ
る
の
と
同
様
に
軍
用
倉
庫
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

当
時

は
軍
糧

の
調
達

・
確
保

・
貯
蔵

・
転
運
が
重
要
で
あ
り
、
邸
閣
は
そ
れ
を
担
う
機
関
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た

の
で
、
州
中
倉

二
二
州

倉

へ
の
納
入
に
介
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
介
在
の
仕
方
に

つ
い
て
は
次
の
両
説
が
考
え
ら
れ
る
。
①

一
旦
邸
閣
に
納
入
さ
れ
た
後
、

三
州
倉

又
は
州
中
倉

へ
納
入
し
た
、
②
邸
閣
に
三
州
倉
又
は
州
中
倉

へ
の
納
入
内
容
に

つ
い
て
報
告
し
、
確
認
又
は
了
承
を
得
た
後
、
三
州

倉
又
は
州
中
倉

へ
納
入
し
た

(邸
閣

の
吏
が
三
州
倉

又
は
州
中
倉

に
派
遣
さ
れ
、
関
与
し
た
可
能
性
も
含
む
)
。
現
時

点
で
は
、
い
ず
れ
と

も
決
め

か
ね
る
が
、
前
者

の
場
合
の
煩
雑
さ
を
考
慮
す
る
と
、
後
者

の
可
能
性
が
高

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



【
中

文

】

王
素
2
0
0
0:
「孫

呉
時
期
無

"
僧
人
"
称
謂
-

長
沙
走

馬
楼
簡
順

研
究
辮

誤

(
[
)
」

(『
光
明

日
報
』

二
〇
〇

〇
年
六

月
二
三

日
)

王
素
2
0
0
1:
「長
沙
走

馬
楼
三
国
呉
簡
的

研
究

及
基

本
問

題
ー

長

沙
走
馬
楼

三
国
呉
簡

研
究
的

回
顧
與
展
望

」

(東

洋
文
庫
講

演
資
料
、

二
〇
〇

一
年

一
一

【文
献
略
号
】

《
大
音
希
声
》
:
宋

少
華

「大
音
希
声
ー

浅
談

対
長
沙
走

馬
楼

三
国
呉
簡
的
初
歩

認
識
」

(『
中

国
書

法
』

一
九
九
八
年
第

一
期
)

《
吏
民

田
家

荊
》
:
長

沙
市
文
物
考
古

研
究

所

・中
國

文
物

研
究
所

・
北
京
大
学

歴
史
学
系

・走

馬
楼
簡
績

整

理
組

(編
)
『
長
沙
走

馬
楼
三

国
呉
簡

・
嘉

禾
吏
民

田
家
荊
』

(文
物
出
版
社
、

一
九
九
九
年
九

月
)

《
発
掘
簡
報
》
:
長
沙
市
文
物

工
作
隊

・
長
沙
市

文
物
考
古

研
究
所

「長
沙

走
馬
楼
旨
卜。
発
掘
簡
報
」

(『
文
物
』

「
九
九
九

年
第

五
期
)

《
発
掘
報
告
》
:
長

沙
市
文
物
考
古
研
究

所

・
中
國
文
物

研
究
所

・
北
京
大

学
歴
史
学

系

・
走
馬
楼
簡

順
整
理

組

(編
)
『
長
沙
走
馬
楼

三
国
呉
簡

・
嘉

禾
吏
民

田
家
荊
』

(文
物
出
版
社
、

一
九
九
九
年
九

月
〉

「長
沙
走

馬
棲

二
十

二
號

井
號
掘
報
告
」

《
概
述
》
:
胡
平
生

・
宋

少
華

「長
沙

走
馬
楼
簡
積

概
述

」

(『
伝
統

文
化
与
現
代

化
』

一
九
九
七
年
第

三
期
、
『
中
國

上
古
秦
漢

學
會

通

訊
』
第
三
期
。

門

田

明
課

『
中

国
出
土
資
料
研
究
会
会

報
』
第
六

号
、

一
九
九

七
年

六
月

=

日
)

《
新
収
穫
》
:
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

「
長
沙

走
馬
楼
簡
腰

整
理
的
新

収
穫
」

(『
文
物
』

「
九
九
九

年
第
五
期

)

《
整
理
簡
介
》
:
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

「新

出
長
沙
走

馬
楼
簡
腰
整

理
簡
介

」

(『
書

品
』

一
九
九

九
年
第
三
期

)

(1
)

文
献

等

の
略
称
及
び
参
考
文
献

に

つ
い
て
は
、
巻
末

の

[文
献

略
号
及
び
参

考
文
献
]
を
参
照

さ
れ
た
い
。
以
下

同
様
。

[
文

献

略

号

及

び

参

考

文

献

]



【
日
文

】

安
部

聡

一
郎
2
0
0
1:
「嘉

禾
四
年

・
五
年
吏
民

田
家
荊

に
み
え

る
倉

吏
と

丘
」

(
『嘉

禾
吏

民
田
家
荊

研
究

-

長
沙

呉
簡
研
究

報
告

・
第

一
集
1

』
長
沙

呉
簡

月

=
二
日
)

邸
東
聯

一〇
㊤
。。
:
「長
沙
走

馬
楼
佃

田
租
税
簡
的
初
歩
研
究

」

(『
江
漢
考
古

』

一
九
九
八
年
第

四
期
)

長
沙
市

文
物
工
作
隊

・
中
国

文
物
研
究
所
古

文
献
部

一〇
竃

:
「関

干
長
沙
出

土
三
国
東

呉
簡
積
的

数
量
和
内
容

」

(『
中

国
文
物

報
』

一
九
九
七
年
第

六
期

、

一
九
九

七
年
二
月

一
六
日
)

長
沙
市

文
物
考
古
研
究
所
2
0
0
1:
「長
沙

三
国
呉
簡
保
護

整
理
与

研
究
的
新

進
展

」

(長
沙
呉

簡
国
際
学
術

研
討
会
藍

百
年
来
簡

畠
発

現
与
研
究

学
術
研
討
会

報
告
資
料

、
二
〇
〇

一
年
八
月

一
七

日
)

侯
旭
東

一〇
〇
〇
:
「長
沙

走
馬
楼
三
国
呉
簡
繹
文
補

正
」

(『
中
国

文
物

報
』

一
九
九
九
年
第

五
七
期
、

一
九

九
九
年
七

月
二

一
日
)

胡

平
生

お
㊤
一
:
「魏
末

晋
初
楼
蘭
文
書

編
年
系
聯

(上
ご

(『
西

北
民
族

研
究

』

一
九
九

一
年
第

一
期
。
『
胡
平
生
簡
順

文
物
論

集
』
蘭
毫

出
版
社

、

二
〇

〇
〇

年
三
月
)

胡
平
生

一〇
〇
。。
:
「木
簡
券
書
破
別
形
式
述

略
」

(『
簡
憤
学
研
究
』

第

二
輯
、

一
九
九

八
年
三
月
)

胡

平
生
N
O
OO
㏄
:
「讃
長
沙
走
馬
楼
簡
積
札

記

(
一
)
」

(『
光
明

日
報
』

二
〇
〇
〇
年

三
月
三

一
日
)

胡
平
生
卜。
O
O
O
σ
:
「嘉

禾
四
年
吏

民
田
家
荊
研
究

」

(中
国
出

土
資
料
学

会
報
告
資

料
、

二
〇
〇
〇
年

七
月
八

日
。
『
中
国

出
土
資
料

研
究
』
第

五
号
、

二
〇
〇

一
年
三
月
三

一
日
)

高

敏
N
O
O
O
:
「論

《
吏

民
田
家
荊
》

的
契
約

与
愚
証

二
重

性
及
其

意
義
!

ー
讃

長
沙
走

馬
楼
簡
積

札

記
之
二
」

(『
鄭
州

大
学
学

報
』

二
〇
〇

〇
年
第

四
期
)

張
栄
強
卜。
O
O
一
:
「孫
呉

"
嘉
禾
吏

民
田
家

荊
"
中
的

几
介

問
題
」

(『
中

国
史
研
究

』

二
〇
〇

一
年
第
三
期
)

劉
聡
卜。
0
9

:
「呉
簡
中
所

見

「關
邸

閣
」
」

(『
歴
史
研
究
』

二
〇
〇

一
年
四
期
)

黎

石
生
悼
0
9

:
「邸
閣
源
流
初

論
」
(李
学
勤

・謝
桂
華
主
編

『
簡
畠
研
究

二
〇
〇

一
』

広
西
師
範

大
学
出
版
社
、

二
〇
〇

一
年
九
月
)



研
究
会

、
二
〇
〇

一
年
七
月
)

伊
藤
敏
雄
1
9
8
3:
「魏
晋
期
楼
蘭
屯
戌

の
基
礎
的
整

理

(
一
)
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(
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9
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1:
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」
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佐
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)
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九

八
九
年
)



[凡例]
1.【 表2】 【表3】 は、それぞれ嘉禾四年吏民 田家荊 ・嘉禾五年 吏民

田家荊 におけ る米納入状 況につ いて、折納 分 も含 めて丘別 ・倉 吏

別 に米納入件数 と数 量を集計 して整理 した ものである。

2.【 表2】 は、丘 ごとに米納入の事例 の表れ る最初 の編 号、丘名 、

三州倉 吏鄭黒 への米納入件数(件 数1)、 同納入 量(三 州倉鄭黒)、

三州倉 吏鄭黒へ の折納件数(折1件 数)、 同納入 量(折 納1鄭 黒)、

州 中倉 吏李 金へ の米納入件 数(件 数2)、 同納入 量(中 倉李 金)、

州 中倉 吏渚慮へ の折納件数(折2件 数)、 同納入 量(折 納2播 慮)、

納入 先不 明の件数(件 数3)、 同納 入量(不 明)、 納 入先不 明の折

納件数(折3件 数)、 同納入量(折 納3不 明)の 順 に、丘別に集計

した もの であ る。 丘の順 について は、三州倉 のみ に関わ る もの、

三州 倉 と州 中倉の 両方に関 わ るもの、州 中倉 のみ に関わ る もの に

分 けて編号順 に整理 した上で 、総計 を示 した。

3,【 表3】 は、丘 ごとに米納入 の事例の表れ る最初の編号 、丘名、

三州倉吏孫儀への米納入件数(件 数1)、 同納入量(三 州倉孫儀)、

三州 倉吏孫儀 への折納 件数(折1)、 同納入 量(折 納1)、 州 中倉

吏張曼 ・周棟への米納入件数(件 数2)、 同納入量(張 曼 ・周棟)、

州 中倉吏張 曼 ・周棟へ の折納件 数(折2)、 同納入量(折 納2)、

州中倉吏郭 勲 ・馬欽へ の米納入件数(件 数3)、 同納入量(郭 勲 ・

馬欽)、 州 中倉吏郭 勲 ・馬欽 への折納 件数(折3)、 同納入量(折

納3)、 州 中倉吏播慮への米納入件数(件 数4)、 同納入量(播 慮)、

州中 倉吏播慮 への折納 件数(折4)、 同納入 量(折 納4)、 納入 先

不明 の件数(件 数5)、 同納 入量(不 明)、 納 入先不 明の折納件数

(折5)、 同納 入量(折 納5)の 順に、丘別 に集計 したもの である。

丘の順 につ いては、三州 倉 のみに関 わる もの 、三州倉 と州 中倉 の

両方 に関わ るもの、州 中倉 のみ に関 わる もの に分け て編 号順 に整

理 した上で、総 計 を示 した が、三州倉 に関わ る もの について の小

計、 丘別 の不 明な もの を加 えた小計 、州 中倉 のみに関 わ るもの及

び倉吏の区別不明の ものの小計 も示 した。

4.表 示 した米納入量 は、 「合」 を単位 として表示 し、それぞれ嘉禾

四年 吏民田家荊 ・嘉禾 五年吏 民田家荊 か ら判断 され る納 入量の最

低 値 を示 した もので ある。 例 えば、 「□斜□斗 □升」 「…斜 □斗 □

升」の場合 は、1110合 と して計算 し、 「六斜 □升」 は6010合 と して

計算 した。 また、納 入量が不 明な場合には 、0合 として表示 し、納

入 が確認 され ない ものは空白 とした。
5.嘉 禾 四年 吏民田家荊 ・嘉禾五年吏民 田家荊には、計算 ミス ・記載

ミスが見 られ るが、 ミスの まま納入 され てい る と判断 され る例が

多 いの で、前後 の記 載か ら明 らかに記載 ミス と判 断 され る もの以

外 は修正 を加 えず集計 した。



【表2】 嘉禾四年吏民田家荊における丘別 ・倉吏別米納入状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

董1

12

13

14

15

16

17

1e

l9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

5?

58

59

60

51

62

63

64

55

66

67

編号

31

77

t・12

212

2置6

237

296

351

352

361

4e6

410

463

464

`166

510

511

7

53

93

111

157

且85

188

247

379

372

389

396

486

引
42

133

181

215

271

272

280

293

298

303

304

305

3LO

311

319

383

384

386

422

423

425

430

432

497

505

505

507

609

462

490

30

407

409

459

515

丘名

上和 丘

夫丘
平支 丘

台丘
利丘
何 丘

弦丘
浸頃丘
頃丘
慮丘
新秘丘
繭 丘

澱丘
盧 丘

劉 里丘

栗?丘
一(州 吏}

下伍丘

小赤丘
五唐 丘

中嘘丘
平■心丘

平藻丘
石下 丘

伴丘
略丘

梨下 丘

遊上丘
湛籠丘
踏丘
上口 丘
己酉 丘

公田 丘

平●良丘

扶傷 丘
伴下 丘

伴上 丘

東舷 丘
東渓 丘

昭丘
前廊口丘
梱下丘

掴山 丘
闇佃 丘

桐唐丘
斜～渚 丘
魏下 丘

進渚 丘

三茎丘
厭下丘

僕丘

語丘
緒 下丘

緒中丘

繰丘
断 ∈蔀丘
歌中丘

口中 丘

口中丘

横渓丘
僕丘

下和丘

新噸 丘
新唐丘
横5受丘
ワ

計

件

1

2

レ蓋

4

置

21

6

1

1

・1

6

1

且0

1

博

2

7

i

5

1

8

6

呈

2

2

51

177

三州 倉

鄭黒

29・173

299600

55200

38iJ・16

313586

153504

11720

3600

50・IOO

128・IOO

ig152

・tz2972

21550

165940

35:S60

964・12

12000

7526・t

23400

LO4080

43850

i200

9目t3

12000

589566

27983星8

折

1

件

4

20

2

・1

田
7

2

Li

臼

IO

II

2

2

1・1

2

6

2

2

L,

2

1

25

23

7

4

4

2

117

305

折納1

鄭黒

9470

5レ177

275

}'1265

・18723

173t2

2860

7670

12522

25178

・13948

9230

690

30047

275

lL850

3185

415

2280

3361

・塾000

28705

27812

ll752

18650

5885

19・IO

189674

583・ 隻81

件

数
2

2

20

15

3

20

【

1

3

皇

ll

4

9

1

3

5

3

1

π
3

3

1

3

1

1

3

1

5

29

1

1

π
1

1

3

2

23

4

1

1

)

[

3・塾

229

中倉 享金

13200

・132・IOO

S【600

39600

253160

23400

12000

t`J200

6o90

200400

lS2400

147552

4800

9228
・10800

9600

9600

1200

14400

12720

12000

5472

10800

7200

10800

3600

19200
・;37200

19200

0

6000

14・ 書00

12000

12000

13200

224・置00

t6800

2400

3600

2400

4800

3888・18

2709580

折

2

件

数

7

1

4

2

・1

1

12

rg

39

折納2

虜慮

5562

12`10

5573

624

・100

33

23312

}36・11

50385

件二

数

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

t

1

2

2

2

2

1

1

1

1

24

50

不明

13200

0

36000

10560

11720

4800

37200

2400

1200

26400

6000

3600

8・塾00

18000

4800

25200

0

1L)OOO

6000

6000

192455

425935

折
3

件

3

1

2

2

1

1

1

t

15

28

折納3

不明

7720

0

4020

14go

1756

10800

23400

0

i757r

66757



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34
35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49

50

51

52

53

54

55

56

57

における丘別・倉吏別米納入状況

件数

3

1

10

1

3

26

1

42

郭 勲・馬欽

2tiOOO

271400

36000

ti2000

833800

61100

1268300

折3

1

1

1

12

i

3

19

折納3

982

5000

5000

39637

3730

5000

54349

件 数

4

1

2

3

播慮

9600

6000

15600

折4

1

1

1

2

7

1

6

19

折納4

2500

750

1950

1650

9360

800

5430

22440

件数

5

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

5

1

2

6

i

30

不明

65400

3600

48050

3600

13800

1200

6000

1200

10700

67200

50400

490800

58200

27000

483600

0

1330750

折5

1

3

2

1

1

3

2

1

1

2

1

4

1

1

6

7

2

1

1

1

2

44

折納5

15600

0

5006

250

6520

7510

3380

300

120

1820

0

69'10

0

1200

8088

3069

5050

360

0

0

2942

68155



【表3】 嘉禾五年吏民田家荊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

編号

36

37

38

136

234

292

595

607

681

702

733

817

819

107

582

790

119

123

144

184

246

278

282

404

416

426

570

587

599

684

703

735

761

802

843

853

858

913

960

293

524

550

325

876

1

122

419

425

433

437

486

669

816

921

976

822

丘名

大田丘

上伍丘

上利 丘

平陽丘

石羊 丘

呉丘

勇丘

匹丘

渚丘

湛丘

賃丘

資丘

監佗 丘

夫丘

倉丘

新成丘
芳丘

平 支丘

平楽丘
石 下丘

扶丘

旱中丘

里中丘

杷 丘

東丘

於上 丘

莫丘

逢唐 丘

浸頃 丘
冠丘

湖田 丘

楊遡丘
夢丘

廉丘

壷丘
緒丘

携丘

潰丘

龍丘

利丘

度丘
桐丘

何 丘

劉里 丘
三州 丘

平丘
東薄 丘

於丘

泊丘

弦 丘

胡蔑 丘

梨下 丘

廉 下丘

弾瑛 丘

潮丘

僕丘
小計①

件数

1

1

1

3

5

1

1

1

23

1

1

1

2

3

11

5

5

2

r

3

2

1

2

2

4

1

3

1

4

2

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

24

15

7

5

5

164

三州倉孫 儀

6000

7000

75600

18000

69800

58800

31200

5・17100

76800

23440

23440

7・1400

19800

378200

202800

309840

24000

24000

25400

106800

73200

25200

12000

30600

7elOO

42000

19200

52800

24000

18600

66150

32400

28800

34450

12000

25200

61200

26400

1600

1013400

555900

57000

11・IOOO

247700

4683620

折1

2

6

10

2

2

2

22

1

2

2

1

4

18

9

8

33

2

2

3

8

7

4

6

7

・1

11

4

1

2

4

2

2

2

8

2

46

27

16

11

4

10

1

3

1

1

1

1

1

1

16

7

5

357

折納1

935

4010

3420

5350
tl610

tl920

46365

8000

7810

78]O

5615

2950

38280

28440

397io

58045

9740

7624

2304

2902

5040

1960

7700

7694

3740

2930

7870

i810

4780

il740

1470

4120

9850

27090

980

223765

72278

7820

11537

10020

15770

620

5870

igOO

900

2000

5990

312

3200

16134

12880

11780

790390

件 数

2

1

10

32

45

1

1

・1

7

1

4

2

3

1

1

8

25

22

12

9

1

8

6

10

2

1

1

10

ユ

4

1

2

15

5

1

1

33

8

20

319

張 曼 ・周 棟

57600

142300

646000

626400

22700

2400

13600

50900

2400

61200

34900

96600

15600

6205

120900

221800

190500

367450

76800

16100

90400

164000

236650

25200

12000

13200

147900

6000

76200

16200

41804

187・175

138000

2800

33600

365590

160600

332250

482222tl

折2

3

5

50

1

1

5

6

1

7

1

5

2

1

3

21

22

4

2

1

15

1

3

1

1

2

2

2

16

3

1

35

1

22

246

折納2

8530

6960

59376

2350

240

1810

3630

2tlO

7770

1440

14850

2400

650

1806

23330

19190

8490

4365

1670

16826

3460

7670

990

1150

1970

960

5190

19590

4020

360

35790

3420

24990

295483



58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
82

83

84

85

86
87

88

89
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

件数

3

9

51

51

享1～藝醸・工瘍欽

206400

1474700

1・174700

折3

5

2・1

24

折 納3

10760

65109

65109

件 数

't

3

6

6

播 慮

32・IOO

:18000

48000

折4

9

29

4

1

1

6

12

40

折納4

23070

45510

68・IO

630

630

6470

1'1570

60080

件数

5

65

95

1

1

1

1

1

1

3

1

10

105

不明

779700

2110450

4800

ユ4800

3600

7200

8400

36500
tlO800

12000

128100

2238550

折5

36

80

工

2

1

1

1

t

1

8

88

折納5

83318

15ユ473

1820

2220

600

0

8・IO

360

0

5840

157313



58

59

60

61

62

63

64

65

66

6?

68

69

70

?1

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
88

89

90

91
92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

守扁号

1001

ll

19

51

105

118

135

235

248

340

3・13

350

377

378

435

478

515

560

569

573

596

598

633

670

692

734

797

855

856

867

872

973

989

423

75

261

491

501

25

41

53

644

659

714

・13

335

602

693

王96

丘名

不明(A)

小計②

(①竪A)

下伍 丘

下和 丘
上 献丘

上谷 丘

巴 丘

平恥 丘

伍社 丘

挟1平丘

伯丘

武 龍 丘

林 三萸丘

英丘

松田丘

波丘

函丘

侠丘

栗丘

平丘

租下 丘

唐 中丘

浸丘

常略 丘

途 丘

楮 丘

楊 丘

新唐 丘

緒 下丘
緒 中丘

慮 丘
遍 丘

錫丘

鵠 丘

和 丘

上俗丘

早 丘

南彊 丘

叢丘

下 俗丘

上1平 丘

上 蔓丘

略 丘
o全丘

温 丘
上 和丘

1平丘

専 丘

楮 下丘

小 赤丘

小計③
計

(①う②+③)

件数

1

50

214

214

三州倉孫 優

1733800

6417420

6417420

州 舳
11i

468

468

265059

1055449

1055449

攣i張 曼・周棟
111

tl30

8

6

1

1

1

i

11

13

3

6

27

1

26

1

8

9

9

1

9

2

1

li

11

1

1

5

1

i

4

4

2

12

1

30

17

10

13

)O

1

22

i4

9

15

8

5

5

8

366

796

16934・12

65i5666

79300

108・IOO

9600

157200

300

19200

195600

253200

73800

139900

718000

22800

323600

26400

86400

95280

137600

1200

151600

27600

6000

161400

95400

15600

24000

87000

3550

5800

40'IOO

67600

14400

244800

0

526600

252600

84800

14・1800

i49600

9600

220200

196000

171200

122000

13・IOOO

1OOtlOO

5・】000

192450

5751180

12266846

折2

95

341

8

6

1

1

1

1

11

12

3

6

10

1

26

1

8

9

9

1

9

2

1

ll

13

1

1

5

1

2

4

1

2

i2

23

17

9

7

9

2

22

14

5

15

6

4

4

7

324

665

折納2

144850

44G333

8080

1114o

9・IO

16320

20

0

22340

25940

7740

14740

16110

2300

40040

2750

8940

10080

14296

120

14640

2680

600

16260

17175

1110

2500

8580

360

970

3420

2740

1480

32840

5069o

27720

10150

7990

16650

i320

27130

17128

5740

13560

10890

19940

4270

18480

538909

979242


